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生
し
た
者
は
、
上
記
国
籍
留
保
制
度
の

対
象
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。そ
し
て
、

戸
籍
法
は
、
国
籍
法
12
条
に
規
定
す
る

国
籍
留
保
の
意
思
表
示
は
、
出
生
の
届

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
出
生

の
日
か
ら
３
か
月
以
内
に
、
出
生
の
届

出
と
と
も
に
、
国
籍
留
保
の
届
出
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

（
戸
籍
法
第
１
０
４
条
第
１
項
、
第
２

項
）、
天
災
そ
の
他
上
記
の
者
の
責
め

に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に

よ
っ
て
上
記
の
期
間
内
に
届
出
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
届
出

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き

か
ら
14
日
と
す
る
（
同
条
第
３
項
）
と

規
定
し
て
い
る
。

相
手
方
X1
、
同
X2
、
同
X3
、
及
び
同

X4
は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
Ａ
の
子
で

あ
り
、相
手
方
X5
（
昭
和
62
年
生
ま
れ
）

及
び
Ｂ
（
平
成
元
年
生
ま
れ
）
は
、
相

手
方
X1
の
子
、Ｃ
（
平
成
３
年
生
ま
れ
）

及
び
Ｄ
（
平
成
５
年
生
ま
れ
）
は
相
手

方
X2
の
子
、
Ｆ
（
平
成
12
年
生
ま
れ
）

は
相
手
方
X4
の
子
で
あ
る
。

Ａ
は
、
①
相
手
方
４
名
（
X1
か
ら
X4

ま
で
）
に
よ
る
本
件
子
ら
に
係
る
各
出

生
届
及
び
各
国
籍
留
保
の
届
出
、
②
相
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国
籍
法
は
血
統
主
義
を
採
用
し
た
上

（
国
籍
法
第
２
条
第
１
号
）、
出
生
に
よ

り
外
国
の
国
籍
を
取
得
し
た
日
本
国
民

で
国
外
に
生
ま
れ
た
者
に
つ
い
て
、
戸

籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
本
国

籍
を
留
保
す
る
意
思
を
表
示
し
な
け
れ

ば
、
そ
の
出
生
の
時
に
遡
っ
て
日
本
国

籍
を
失
う
こ
と
と
す
る
制
度
を
と
っ
て

い
る
が
、
昭
和
60
年
１
月
１
日
よ
り
前

は
、
中
華
人
民
共
和
国
等
の
外
国
で
出

手
方
X2
に
よ
る
Ｃ
に
か
か
る
死
亡
の
届

出
、
③
相
手
方
X3
に
よ
る
同
相
手
方
自

身
に
係
る
婚
姻
の
届
出
及
び
離
婚
の
届

出
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
抗
告
人
は
、

①
に
つ
い
て
は
国
籍
留
保
制
度
の
対
象

と
な
ら
な
い
た
め
日
本
国
籍
を
有
す
る

も
の
と
し
て
届
出
を
受
理
し
た
が
、②
、

③
は
不
受
理
と
し
た
こ
と
か
ら
、
相
手

方
が
抗
告
を
申
し
立
て
、
原
審
は
本
件

申
立
て
を
却
下
し
た
原
々
審
判
を
取
り

消
し
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
は
、「
責
め
に

帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
」
が
あ
る

と
い
う
原
審
判
断
に
は
、裁
判
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法
令
違
反
が

あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
相
手

方
ら
の
抗
告
を
棄
却
し
た
事
例
で
あ
る
。

【
関
連
法
規
】	

国
籍
法
第
12
条
、
戸
籍

法
第
１
０
４
条

判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

原
決
定
を
破
棄
し
、
原
々
審
判
に
対

す
る
抗
告
を
棄
却
す
る
。
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項
）、
本
籍
の
な
い
者
が
届
出
後
に
本

籍
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
26

条
）
と
し
て
お
り
、
父
母
が
本
籍
を
有

し
な
い
場
合
で
も
、
出
生
の
届
出
を
す

る
こ
と
に
障
害
は
な
い
。

３　

記
録
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
経
緯

等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
相
手
方
X1
、
同
X2
、
同
X3
及

び
同
X4
（
以
下
、
こ
の
４
名
を
併
せ
て

「
相
手
方
４
名
」
と
い
う
。）
は
、
日
本

国
籍
を
有
す
る
Ａ
（
以
下
「
Ａ
」
と
い

う
。）
の
子
で
あ
る
。
相
手
方
X5
（
昭

和
62
年
生
ま
れ
）
及
び
Ｂ
（
平
成
元
年

生
ま
れ
）
は
相
手
方
X1
の
子
、
Ｃ
（
平

成
３
年
生
ま
れ
）
及
び
Ｄ
（
平
成
５
年

生
ま
れ
）
は
相
手
方
X2
の
子
、
Ｅ
（
平

成
３
年
生
ま
れ
）
は
相
手
方
X3
の
子
、

Ｆ
（
平
成
12
年
生
ま
れ
）
は
相
手
方
X4

の
子
で
あ
る
（
以
下
、
上
記
の
子
ら
６

名
を
併
せ
て
「
本
件
子
ら
」
と
い
う
。）。

Ａ
、相
手
方
４
名
及
び
本
件
子
ら
は
、

い
ず
れ
も
中
国
で
出
生
し
て
中
国
の
国

籍
を
取
得
し
、
平
成
25
年
頃
ま
で
は
、

中
国
に
居
住
し
て
い
た
。

（
２
）
Ａ
は
、
平
成
25
年
１
月
28
日
、

抗
告
人
に
対
し
、
Ａ
自
身
に
係
る
出
生

の
届
出
の
受
理
を
求
め
、
抗
告
人
は
、

同
年
３
月
27
日
、
Ａ
の
出
生
事
項
を
戸

籍
に
記
載
し
た
。

（
３
）
Ａ
は
、
平
成
25
年
10
月
７
日
、

抗
告
人
に
対
し
、
相
手
方
４
名
に
係
る

出
生
の
届
出
を
し
、
相
手
方
ら
は
、
同

日
、
次
の
と
お
り
の
届
出
（
以
下
「
本

件
各
届
出
」
と
い
う
。）
を
し
た
。

ア　

相
手
方
４
名
に
よ
る
本
件
子
ら

に
係
る
各
出
生
の
届
出
（
以
下
「
本
件

各
出
生
の
届
出
」
と
い
う
。）
及
び
各

国
籍
留
保
の
届
出
（
以
下
「
本
件
各
国

籍
留
保
の
届
出
」
と
い
う
。）

イ　

相
手
方
X2
に
よ
る
Ｃ
に
係
る
死

亡
の
届
出
（
以
下
「
本
件
死
亡
の
届
出
」

と
い
う
。）

ウ　

相
手
方
X5
に
よ
る
同
相
手
方
自

身
に
係
る
婚
姻
の
届
出
及
び
離
婚
の
届

出
（
以
下
、
こ
れ
ら
を
併
せ
て
「
本
件

婚
姻
の
届
出
等
」
と
い
う
。）

（
４
）
抗
告
人
は
、
本
件
改
正
法
の

施
行
前
に
出
生
し
た
相
手
方
４
名
に
つ

い
て
は
、
国
籍
留
保
制
度
の
対
象
と
な

ら
な
い
た
め
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
も

の
と
し
て
、
上
記
（
３
）
の
Ａ
に
よ
る

出
生
の
届
出
を
受
理
し
、
相
手
方
４
名

を
戸
籍
に
記
載
し
た
。
し
か
し
、
本
件

改
正
法
」
と
い
う
。）
が
施
行
さ
れ
た

昭
和
60
年
１
月
１
日
よ
り
前
は
、
中
華

人
民
共
和
国（
以
下「
中
国
」と
い
う
。）

等
の
血
統
主
義
を
採
用
す
る
外
国
で
出

生
し
た
者
は
、
国
籍
留
保
制
度
の
対
象

と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
２
）
そ
し
て
、
戸
籍
法
は
、
国
籍

法
12
条
に
規
定
す
る
国
籍
留
保
の
意
思

表
示
は
、
出
生
の
届
出
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
者
が
、
出
生
の
日
か
ら
３
箇
月

以
内
に
、
出
生
の
届
出
と
共
に
、
国
籍

留
保
の
届
出
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
１
０
４
条
１
項
、

２
項
）、
天
災
そ
の
他
上
記
の
者
の
責

め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に

よ
っ
て
上
記
の
期
間
内
に
届
出
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
届
出

期
間
は
、
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

に
至
っ
た
時
か
ら
14
日
と
す
る
（
同
条

３
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
戸
籍
法
は
、
出
生
の
届
出
に

係
る
届
書
に
は
、
父
母
の
氏
名
及
び
本

籍
等
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
49
条
２
項
３
号
）
と
し
て
い
る
が
、

届
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
で
あ
っ
て
存

し
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
34
条
１

抗
告
手
続
の
総
費
用
は
相
手
方
ら
の

負
担
と
す
る
。

〔
理　
　
　

由
〕

抗
告
代
理
人
武
笠
圭
志
ほ
か
の
抗
告

理
由
に
つ
い
て

１　

本
件
は
、
相
手
方
ら
が
、
そ
の

子
ら
に
係
る
戸
籍
法
１
０
４
条
１
項
所

定
の
日
本
国
籍
を
留
保
す
る
旨
の
届
出

（
以
下
「
国
籍
留
保
の
届
出
」
と
い
う
。）

等
を
抗
告
人
に
し
た
と
こ
ろ
、
抗
告
人

か
ら
こ
れ
ら
を
受
理
し
な
い
旨
の
処
分
を

受
け
た
た
め
、同
法
１
２
１
条
に
基
づ
き
、

抗
告
人
に
上
記
届
出
等
の
受
理
を
命
ず

る
こ
と
を
申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。

２
（
１
）
国
籍
法
は
、
出
生
の
時
に

父
又
は
母
が
日
本
国
民
で
あ
る
と
き
に

日
本
国
民
と
す
る
（
２
条
１
号
）
な
ど

い
わ
ゆ
る
血
統
主
義
を
採
用
し
た
上
、

出
生
に
よ
り
外
国
の
国
籍
を
取
得
し
た

日
本
国
民
で
国
外
で
生
ま
れ
た
も
の
に

つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
国
籍
留
保
制
度
、

す
な
わ
ち
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
日
本
国
籍
を
留
保
す
る
意
思
を
表

示
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
出
生
の
時
に

遡
っ
て
日
本
国
籍
を
失
う
こ
と
と
す
る

制
度
を
採
用
し
て
い
る（
12
条
）。な
お
、

昭
和
59
年
法
律
第
45
号
（
以
下
「
本
件
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改
正
法
の
施
行
後
に
出
生
し
た
本
件
子

ら
に
つ
い
て
は
、
国
籍
留
保
制
度
の
対

象
と
な
る
た
め
、
本
件
各
出
生
の
届
出

及
び
本
件
各
国
籍
留
保
の
届
出
に
つ
い

て
は
、
本
件
各
国
籍
留
保
の
届
出
が
戸

籍
法
１
０
４
条
１
項
及
び
３
項
の
定
め

る
届
出
期
間
を
経
過
し
て
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
本
件
死

亡
の
届
出
及
び
本
件
婚
姻
の
届
出
等
に

つ
い
て
は
、
本
件
子
ら
が
国
籍
法
12
条

に
よ
り
日
本
国
籍
を
失
っ
て
い
る
た

め
、
戸
籍
法
の
適
用
が
な
い
者
に
係
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
本

件
各
届
出
を
い
ず
れ
も
不
受
理
と
す
る

処
分
を
し
た
。

４　

原
審
は
、次
の
と
お
り
判
断
し
、

本
件
各
国
籍
留
保
の
届
出
が
戸
籍
法

１
０
４
条
３
項
所
定
の
期
間
内
に
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
本
件
申
立
て
を

却
下
し
た
原
々
審
判
を
取
り
消
し
、
抗

告
人
に
本
件
各
届
出
の
受
理
を
命
じ
た
。

国
籍
留
保
の
届
出
は
、
出
生
の
届
出

と
共
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
出
生
の

届
出
に
係
る
届
書
に
は
父
母
の
氏
名
及

び
本
籍
等
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
、
本
件
各
届
出
の
時
点
で
、

相
手
方
４
名
に
つ
い
て
は
、
戸
籍
に
記

結
び
付
き
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
場
合

が
あ
り
得
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
実
体
を

伴
わ
な
い
形
骸
化
し
た
日
本
国
籍
の
発

生
を
で
き
る
限
り
防
止
す
る
と
と
も

に
、
内
国
秩
序
等
の
観
点
か
ら
の
弊
害

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
重
国
籍
の
発
生
を

で
き
る
限
り
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
国
籍
留
保
制
度
を
設
け
た
も
の

と
解
さ
れ
る
（
最
高
裁
平
成
25
年
（
行

ツ
）
第
２
３
０
号
同
27
年
３
月
10
日
第

三
小
法
廷
判
決
・
民
集
69
巻
２
号

２
６
５
頁
参
照
）。

こ
れ
を
受
け
た
戸
籍
法
１
０
４
条
１

項
は
、
子
の
法
的
地
位
の
安
定
の
観
点

か
ら
生
来
的
な
国
籍
の
取
得
の
有
無
が

で
き
る
限
り
子
の
出
生
時
に
確
定
的
に

決
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、ま
た
、

出
生
の
届
出
を
す
べ
き
父
母
等
に
よ
る

国
籍
留
保
の
意
思
表
示
を
も
っ
て
当
該

子
に
係
る
我
が
国
と
の
密
接
な
結
び
付

き
の
徴
表
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

か
ら
、
国
籍
留
保
の
意
思
表
示
は
、
出

生
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

が
、
原
則
と
し
て
子
の
出
生
の
日
か
ら

３
箇
月
以
内
に
国
籍
留
保
の
届
出
に

よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た

も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
条
３

載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
籍
及
び
戸
籍
上

の
氏
名
が
な
か
っ
た
。
戸
籍
法
上
、
父

母
に
本
籍
や
戸
籍
上
の
氏
名
が
な
く
て

も
、
子
に
係
る
出
生
の
届
出
を
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
国
籍
留
保

の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
日
本
国
籍
を
喪

失
す
る
と
い
う
重
大
な
結
果
を
生
ず
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
出
生
の
届
出
に
つ

い
て
父
母
の
本
籍
及
び
戸
籍
上
の
氏
名

を
記
載
し
た
原
則
的
な
届
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
戸
籍

法
１
０
４
条
３
項
に
い
う
「
責
め
に
帰

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
」
が
あ
る

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

５　

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記

判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

国
籍
法
は
、
子
の
出
生
時
に
お
い
て

父
又
は
母
が
日
本
国
籍
を
有
す
る
こ
と

を
も
っ
て
、
一
般
的
に
み
て
我
が
国
と

の
密
接
な
結
び
付
き
が
あ
る
も
の
と
し

て
当
該
子
に
日
本
国
籍
を
付
与
す
る
こ

と
と
し
た
上
、
国
外
で
出
生
し
て
日
本

国
籍
と
の
重
国
籍
と
な
る
べ
き
子
に
関

し
、
例
え
ば
、
そ
の
生
活
の
基
盤
が
永

続
的
に
外
国
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る

な
ど
、
必
ず
し
も
我
が
国
と
の
密
接
な

項
は
、
上
記
の
届
出
期
間
に
つ
い
て
例

外
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
上

記
の
国
籍
留
保
制
度
等
の
趣
旨
及
び
目

的
に
加
え
、
同
項
が
「
天
災
」
を
挙
げ

て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
同
項
に
い

う
「
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

事
由
」
の
存
否
は
、
客
観
的
に
み
て
国

籍
留
保
の
届
出
を
す
る
こ
と
の
障
害
と

な
る
事
情
の
有
無
や
そ
の
程
度
を
勘
案

し
て
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
相
手
方
４
名
に

つ
い
て
、戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

本
籍
及
び
戸
籍
上
の
氏
名
が
な
い
と
い

う
事
情
だ
け
で
は
、
客
観
的
に
み
て
本

件
子
ら
に
係
る
国
籍
留
保
の
届
出
を
す

る
こ
と
の
障
害
と
な
ら
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
相
手

方
４
名
が
戸
籍
法
１
０
４
条
１
項
の
届

出
期
間
内
に
本
件
子
ら
に
係
る
出
生
の

届
出
や
国
籍
留
保
の
届
出
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
上
記
の
事
情
の
み
を
も
っ

て
同
条
３
項
に
い
う
「
責
め
に
帰
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
事
由
」
が
あ
る
と
し

た
原
審
の
判
断
に
は
、
裁
判
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法
令
の
違
反

が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
そ
の
他
に
本
件
各
国
籍
留

保
の
届
出
に
つ
い
て
戸
籍
法
１
０
４
条

３
項
を
適
用
し
て
受
理
す
べ
き
事
情
は

う
か
が
わ
れ
な
い
か
ら
、
本
件
各
国
籍

留
保
の
届
出
は
、
同
条
１
項
及
び
３
項

の
定
め
る
届
出
期
間
を
経
過
し
て
さ
れ

た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
余
の
本
件
各
届
出
は
、
本
件
子
ら

が
国
籍
法
12
条
に
よ
り
日
本
国
籍
を

失
っ
て
い
る
た
め
、
戸
籍
法
の
適
用
が

な
い
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本

件
各
届
出
は
、
い
ず
れ
も
不
受
理
と
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。

６　

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、

論
旨
は
理
由
が
あ
り
、
原
決
定
は
破
棄

を
免
れ
な
い
。
そ
し
て
、
前
記
説
示
に

よ
れ
ば
、
本
件
各
届
出
を
い
ず
れ
も
不

受
理
と
し
た
抗
告
人
の
処
分
に
違
法
は

な
く
、
本
件
申
立
て
を
却
下
し
た
原
々

審
判
は
相
当
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対

す
る
相
手
方
ら
の
抗
告
を
棄
却
す
る
こ

と
と
す
る
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見

で
、
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官　

鬼
丸
か
お
る　

裁
判
官　

小
貫
芳
信　

裁
判
官　

山
本

庸
幸　

裁
判
官　

菅
野
博
之
）

松山は県庁の総務課長を２年務めている。総務は何でも
屋である。人事から組合対策、もちろん予算もある。それ
らにも増して、他の課の分掌事務に属さない事務が厄介な
のだ。細かく雑多なわりに、意外と総務課の生命線に関わ
るようなことがある。
県庁の評価や評判、知事筋への波及など思わぬところに

飛び火をする場合もある。それを仕切るのが庶務係長であ
る。だから、ほとんどが古参の訳知り係長が座っていて、
たいていは３年だが、なかには５年の長期にわたる人もい
る。部長や課長の交代、知事の交代などが頻繁なときの特
例ではあるが。
東村庶務係長は松山の前任の頃からで、既に３年務めて

いる。このところ、目まぐるしい幹部の交代にもかかわら
ず、そういう難しい雑務をきっちり見事にこなしている。
実に頼りになる存在だ。
それでもそろそろ、異動を考えてやらなければと思うも

のの、自分の異動も近そうなので後任のことを考えるとも
う１年は置いておきたい。しかし、よい異動先があれば引
き止めるのは酷だ。
それで、前々から聞いておきたかった雑務のさばき方の

コツを聞いておこうと思い立った。日頃の労をねぎらう意
味もあって、市内ではちょいとしゃれた料理屋に連れて
行った。もちろん、ほかの客に話が漏れなくてお互い本音
を話せる店でもあるからだ。一昔前なら料亭なのだが、昨
今ではそうもいかない。課長のポケットマネーでできる精
一杯の店なのだ。
「コツと言われても、特別なことはないですよ。普通に
業務をこなしているだけですけど」
そう言われてしまうと、松山は二の句が継げない。
しばらく、酒をちびりちびりやりながら部下の仕事ぶり

や県議会の情勢などよもやま話に近い話をしていたが、
ふっと思い出したように東村が言う。
「仕事のコツというか進め方をつらつら考えてみたので
すが……。実は、私は料理が趣味なのですよ」
「ほう、それは知らなかった。それじゃあ、こんな店の
味では口に合わなかったかな」
「とんでもない、出汁が利いていて、さすがに課長は良
いお店を知っているなぁと感激していますよ」
「それならよかったが、その東村さんの料理と仕事の進

め方というのは、何か……」
「いやぁ、手前味噌かもしれませんが、料理は段取りが
大切なのと、食材や道具のつぶやきを聞くのが肝心なので
すよ」
「段取りはわかるが、食材や道具がつぶやくかねえ……」
「雑多な案件は食材のようなものだと思うのです。例え
ば、ニンジンとかジャガイモとかタマネギなら、僕はこの
くらいの大きさでこの季節の旬だからどのくらいで煮える
よ、繊維がこう走っているからそれに沿って切れば食感が
こうでなどと話し掛けてくれるまで見つめているのです。
職員はいわば道具、もちろん良い意味でですが。ですから、
『僕は鍋だから水あるいはお湯からじっくり煮るのに使っ
てくれ』『フライパンですから油はこの程度引いてね』『中
華鍋だからぱあっと一気に火を入れてよ』などと言ってく
るのです。その声がみんな聞けたら、食材と道具と料理人
は絶妙のチームワークを発揮しておいしい料理が出来上が
るのですよ。コツって程の高尚なものではないのですが、
課長に改めて仕事の進め方を聞かれて初めて思い当たった
のです。よくよく考えてみれば、なんか料理を作っている
ときと同じようなことをしているかもと」
なるほど、管理職講座的に言えば、問題の中身や本質を
じっくり見据えて、必要な準備や根回しを考えて、自分が
しなければならないところは手を回す。上にも相談する。
最後の作業は適材にそれを任すというわけだ。
そう言ってしまえば身も蓋もない。よく言われることな
のだが、実際にそれをどう実行するかとなったとき、料理
という自分の得意なことをイメージして、食材の声を聞き
道具の話に耳を傾けるなんて芸当は、なかなかできるもの
ではない。
上司のウケや試験の成績、面接の要領の良さで管理職の
階段をさあっと駆け上がる人もいれば、地味に実績を積ん
で県政に貢献するかけがえのない人もいる。東村はもう50
の半ばを超えている。たぶん、このポストから異動すると
きは出先事務所の課長だろう。行った先でも、きっと「料
理＝仕事」の腕を振るって職員や上司にありがたがられる
に違いない。
この人とはこれからも、おいしい酒を飲みながら、料理
の話がしたいと思った。
	 （新戸　拓）

コラム
十任十色
コラム
十任十色

料理


